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今後の部活動の取り扱いについて【９月13日（月）～９月30日（木）】 

 
 

8月 30日（月）～9月 12日（日）までの兵庫県における緊急事態宣言が 9月 30日（木）

まで延期されることになりました。これを受け、県立学校内でも更に教育活動が安心・安全

の中で行うことが必要となっています。 

つきましては、県教委より指示のあった「部活動を一時的に休止」する内容については引

き続き継続することとなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

部活動の生徒へは、各顧問から随時連絡をする予定です。 

  
 
 

                     記 
 

＜部活動の取り扱い＞ 

（１）９月 13日（月）～9月 30日（木）（緊急事態宣言の終期）まで原則休止する。 

（２）ただし、全国大会・近畿大会（その予選を含む）等への参加及び参加に向けた活動

に限り、次のように最小限で実施を可とする。  

① 大会初日から起算して４週間前とする。  

② 練習試合、合宿等宿泊を伴う活動は行わない。 

 

※ 学校行事等が最終学年にとって部活動の最終発表会となっている場合は、大会と同様に扱

う。 

    


